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平成２９年度第２１回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成３０年２月５日 

                     担当部・課：健康部保険年金課〔内線２３３２〕 

①件   名 

 後期高齢者医療制度の被保険者に係る住所地特例の適用について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

国民健康保険の住所地特例を受けていた方が、年齢到達等により後期高齢者医療制度へ加入する

際、住所地特例の適用がなかったため、病院や施設等が多く存在する後期高齢者医療広域連合の医

療費等の負担が増大し、財政上の不均衡が生じていた。 

平成２７年５月の「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正す

る法律」の公布により、「高齢者の医療の確保に関する法律」が一部改正され、平成３０年４月から

国民健康保険の住所地特例の適用を受けている被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合に

は、国民健康保険と同様、住所地特例が適用されることとなった。 

【目的】 

国民健康保険の住所地特例を引き継ぐことにより、病院や施設等が多く存在する後期高齢者医療

広域連合の医療費の増大を防ぎ、財政上の不均衡を避けるもの。 

 

※住所地特例 

 被保険者が住所地以外の市町村に所在する病院、診療所又は施設等に住所を変更した場合、従前

地の市町村が引き続き保険者となる。病院、診療所又は施設等が多く存在する市町村の医療費等が

増大し、財政上の不均衡を生じることを避けるための特例措置である。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

持続可能な医療制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律 

（平成２７年法律第３１号） 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年８月１７日号外法律第８０号） 

【総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無】 

  第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

   第１節 お互いに支え合い生活できる仕組みを構築する 

    ３ 国民健康保険事業の安定運営と高齢者の医療保険制度の円滑な実施を図る 

【個別計画との整合性】 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２７年 ５月２７日 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正

する法律公布（平成２７年法律第３１号） 

⑤主な内容 

 

・年齢到達等による後期高齢者医療制度への加入時は、国民健康保険の住所地特例の適用を引き継ぎ、

従前地市町村の後期高齢者医療広域連合の被保険者となる。 

《例》 

  国民健康保険 後期高齢者医療 

改正前 
住所 石巻市 

施設入所⇒ 
山形県山形市 

75歳到達⇒ 
 

資格 石巻市 石巻市 山形県広域連合 

改正後 
住所 石巻市 

施設入所⇒ 
山形県山形市 

75歳到達⇒ 
 

資格 石巻市 石巻市 宮城県広域連合 
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⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【市民への影響】 

 国民健康保険の住所地特例を引き継ぎ、宮城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる。 

 

【市財政への負担】 
特になし 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

全市町村が同様の改正を行う予定 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

 平成３０年２月 市議会第１回定例会に「石巻市後期高齢者医療に関する条例」の一部改正を提案 

         （平成３０年４月１日施行予定） 

⑨その他 

  

 


